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１

１ 計画の趣旨・位置づけ

第２次青森県子どもの貧困対策
推進計画

子どもの貧困対策
についての計画

母子家庭等
自立促進計画

一体的に策定

※「子ども」の表記については、原則として「子ども」を使用しますが、国が定める「子供の貧困対策に関する大綱」や各種施策においては「子供」の表記を用いて
いる場合があります。次期計画策定においては、注意書きを掲載した上で、それぞれの正式表記どおりに記載します。

計画名 根拠法 国の基本方針 備考

子どもの貧困対策
についての計画

子どもの貧困対策の推進に関する法律
第９条第１項
都道府県計画（策定努力義務）

子供の貧困対策に関する大綱
（令和元年11月）

母子家庭等の自立
促進計画

母子及び父子並びに寡婦福祉法
第１２条第１項
母子家庭等自立促進計画（策定努力義務）

母子家庭等及び寡婦の生活の安定
と向上のための措置に関する基本
的な方針（令和2年3月）

自立促進計画の策定にあたっては、法律の規
定による計画であって母子家庭等及び寡婦の
福祉に関する事項を定めるもの（※次世代育
成支援行動計画＜のびのびあおもり子育てプ
ラン＞）との調和を保つよう努めなければな
らないとされている

〇 困難な環境にある子どもやその家庭を支援し、すべて
の子どもたちが夢と希望を持って成長できる青森県を目指
し、本県の貧困対策を総合的に推進するため基本方針と
して平成２８年３月に策定

○ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条第１項に
より都道府県に策定が義務付けられている子どもの貧困
対策についての計画と、母子及び父子並びに寡婦福祉法
第１２条で定める都道府県が策定する母子家庭等の自立
促進計画を一体的に策定



３ 次期プラン策定に向けたスケジュール（予定）

日程 内容 作業

７月 第１回子どもの貧困対策等推進委員会 現行計画評価、 第２次計画骨子案協議

８月 子ども・子育て支援推進会議 第２次計画策定 説明

１０月 第２回子どもの貧困対策等推進委員会 第２次計画素案 協議

１２月～１月 パブリックコメント

２月 第３回子どもの貧困対策等推進委員会 第２次計画原案 協議

３月 知事決裁、公表

２

２ 第２次計画策定に向けた基本的な考え方

○ 現行計画の計画期間は平成２８年度から令和２年度までの５年間

○ 今年度中に第２次計画の策定が必要であるため、青森県子どもの貧困対策等推進委員会設置要綱におけ
る設置目的に「計画の策定」を追加する改正を行い、委員会で策定の作業を行うこととした

〇 計画策定に当たっては、国が定める「子供の貧困対策に関する大綱」と「母子家庭等及び寡婦の生活の安
定と向上のための措置に関する基本的な方針」を踏まえたものとする必要がある
また、青森県子どもの生活実態調査（平成３０年度実施）と青森県親子等生活実態調査（令和元年度実施）
の結果を反映したものとする必要がある

〇 次期計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間



現行計画 国の旧大綱（H26.8月策定） 国の新大綱（R元.11月策定）

すべての子どもたちが夢と希望を持っ
て成長できる青森県を目指して、子ども
の貧困対策を総合的に推進する。

子どもの将来がその生まれ育った環境
に左右されることのないよう、また、貧
困が世代を超えて連鎖することのない
よ、必要な環境整備と教育の機会均等
を図る

○現在から将来にわたり、全ての子供
たちが夢や希望を持てる社会を目指す

○子育てや貧困を家庭のみの責任とせ
ず、子供のことを第一に考えた支援を
包括的・早期に実施する

旧大綱に示された「教育の支援」、「生
活の支援」、「保護者に対する就労の支
援」、「経済的支援」の４つの重点項目
を基本方針とする

指標の改善に向けた重点施策として、
「教育の支援」、「生活の支援」、「保護
者に対する就労の支援」、「経済的支
援」に取り組む

指標の改善に向けた重点施策として
「教育の支援」「生活の安定に資するた
めの支援」「保護者に対する職業生活
の安定と向上に資するための就労の支
援」「経済的支援」に取り組む

国の機関や市町村、企業やＮＰＯ等の
多様な主体と連携

国、地方公共団体、民間の企業・団体
等が連携・協働して取り組むとともに、
国民運動として展開する

子どもの貧困が社会全体で取り組むべ
き課題であることを明確に位置付けて
いく。

さらに、国民運動として、国、地方公共
団体、民間の企業・団体等の連携・協
働を積極的に進める。

本県における子どもの貧困対策の現状
を把握できる２３指標

生活保護世帯に属する子供の高等学
校等進学率等をはじめとした２５指標

旧大綱の２５指標に、ひとり親の正規雇
用割合、食料又は衣服が買えない経験
等を追加した３９指標
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子どもの貧困に関する指標について、現行計画と国の大綱との比較の詳細は「参考資料２子どもの貧困に関する指標 現行計画と国の大綱との比較」に記載しています。

（参考）現行計画と国の新旧大綱との比較
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